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第６章 計画の推進体制 

１ 計画の推進体制 

小金井市は、子ども・子育て支援施策を総合的かつ計画的に推進するため、関係機関等との連携を図

りつつ、全庁をあげて子ども・子育て支援に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

・児童相談所 

・保健所 

・警察 

・社会福祉協議会 

・教育・保育事業事業者 

・民生・児童委員 

・子供会 

・NPO、サークル・団体 

・子育て・子育ち支援ネットワーク協議会 

・その他関係機関等 

＜関係機関等＞ 

 

役 割 

○取組内容の評価と審議 

○取組内容への意見提出 

＜小金井市子ども・子育て会議＞ 

のびゆくこどもプラン 小金井 推進体制図 

 

 

役 割 

○子ども施策の総合的推進 

○教育・保育施設の充実 

○子ども・子育て支援の充実 

＜小金井市＞ 

助言
等 

 

役 割 

○庁内調整 

○事業推進のための協議 

庁内連絡会議 

連 携 

 

 

〇子どもや子育て当事者を含む 

 

＜小金井市民＞ 

報告 意見 報告 

資料４３ 
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２ 計画の達成状況の点検・評価 

PDCAサイクル※に基づき、事業の取組と成果について点検・評価し、結果に基づく公表及び施策の改

善等につなげていきます。 

計画に基づく施策を総合的・計画的に推進し、実効性を確保するため、各事業について毎年の進捗状

況を所管課で点検するとともに、子ども・子育て会議において第４章の重点事業及び第５章の子ども・

子育て支援事業を中心に協議し、事業の見直しを含め、計画の着実な推進を図ります。また、こども基

本法第 11 条に基づき、子ども施策の対象となるこどもや子育て当事者の意見を反映させるよう必要な

措置を講じます。 

計画期間終期には、計画全体及び基本目標について、成果指標に基づく点検・評価を行います。 

 

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「のびゆくこどもプラン 小金井」は、子ども・子育て会議の知見を活用し、毎年度点検・評価・

公表を行います。 

〇計画の実施や評価に当たっては、当該こども施策の対象となる子どもや子どもを養育する者その他

の関係者の意見を反映させるよう必要な措置を講じます。 

○計画期間中においても、計画と実績との乖離が大きいなど計画の見直しの必要がある場合は、計画

期間の中間年を目安として計画の見直しを行います。 

〇計画期間終期には、ニーズ調査結果等を活用し、成果指標に基づく点検・評価を行います。 

○ホームページなどを活用し、本計画に基づく取組や事業の進捗状況を広く公表していくことで、市

民への浸透を図ります。また、機会を捉えて市民意見を把握し、利用者目線を生かした施策・事業

の推進を図ります。 

 

※ 計画（P：Plan）－実施（D：Do）－評価（C：Check）－改善（A：Action）の 4 段階を繰り返すことで、計画の進行管理を適切に行

い、事業成果を継続的に改善していく仕組み 

  

業務の実施が計画に 

沿っているかどうかを 

確認する 

従来の実績や将来の予測 

などを基にして業務計画 

を作成する 

実施が計画に沿って 

いない部分を調べて 

改善する 

計画に沿って業務を行う 

策定 

Action 
改善 

Plan 

Do Check 
実施 評価 
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資料１ 小金井市子ども・子育て会議条例 

 

資料２ 小金井市子ども・子育て会議委員名簿 

 

資料３ 「のびゆくこどもプラン 小金井」策定経過 

 

資料４ のびゆくこどもプラン 小金井（案）について（報告） 

 

資料５ 子どもの権利部会審議内容の報告について 

 

資料６ 小金井市子どもの権利に関する条例 

 

資料７ 子育て施設マップ 

 

資料８ 子ども・子育て支援事業計画における量の見込みと確保の内容の算出 

方法 

 

資料９ 関係事業一覧（小金井市子どもの権利に関する条例、子どもの貧困対策、 

   及び子ども・若者育成支援） 

 

資料10 用語解説 

 


